
◆住民投票の実施までの流れ 【参考】 

④議会の解散における住民投票 

⑤長又は議会の議員の解職に 

おける住民投票 

③常設型を採用している自治体における住民投票 
①条例の制定又は改廃における住民投票 

②個別設置型を採用している自治体における 

住民投票 

住民 

有権者の 

３分の１

以上の連署 

住民投票の実施 

有権者の 

５０分の１

以上の連署 

議員定数の

１２分の１

以上の賛成

議会に条例

案を提出 

市長の意見

を付して 

議会に付議

議会に条例

案を提出 

議会による審議 

条例の制定

可決否決

住民投票の実施

条例が制定 

されないため、

住民投票は 

実施しない。 

◎住民投票の対象事項、投票資格者、成立要件等は、

その都度、住民投票条例を制定して規定します。

住民 市長 議員 

◎住民投票の結果には法的拘束力が

あり、過半数以上の賛成の投票が

あった場合は、議会の解散又は長

若しくは議会の議員の解職が確定

します。 

一定数以上

（下記参照）

の連署 

住民投票の実施 

◎必要となる「住民の連署の数」及び「議員の賛成

数」については、あらかじめ住民投票条例で規定

します。 

◎住民投票の対象事項、投票資格者、成立要件等に

ついても、あらかじめ住民投票条例で規定します。

住民 市長 議員 

一定数以上

（下記参照）

議員の賛成 

議会での審議

可決 


